
登別市公共交通機関新型コロナウイルス予防対策支援事業補助金交付実施要

綱

（目的）

第１条 この要綱は、市内の公共交通事業者が新型コロナウイルス予防のために実

施する車両運転手と乗客間の飛沫感染防止対策を支援することを目的とし、当該事

業者への新型コロナウイルス予防対策支援事業補助金の交付に関し、必要な事項を

定める。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。

（１）公共交通事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条で定める一

般乗合旅客自動車運送事業を営む事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業を営

む者であって、国土交通大臣から経営の許可を受けているものをいう。

（２）新型コロナウイルス予防対策 公共交通事業者が事業で用いる車両に対し実施

する、車両運転手と乗客間に設置する飛沫感染防止シートをいう。

（３）対象車両 公共交通事業者が事業で用いる車両のうち、市内に配置し、新型コ

ロナウイルス予防対策を実施予定又は実施済の車両をいう。

（対象者）

第３条 登別市公共交通機関新型コロナウイルス予防対策支援事業補助金（以下「補

助金」という。）の交付の対象者は、市内に本社又は営業所を置く公共交通事業を

営む者であって、申請日時点において事業を継続する意思があり、登別市暴力団の

排除の推進に関する条例（平成２６年条例第２２号）第２条第１号から第３号まで

の規定に該当しないものとする。

（交付額）

第４条 交付額は、対象車両１台につき５，５００円とする。

（申請期間）

第５条 補助金に係る申請期間は、令和２年７月１５日から令和２年８月３１日まで

とする。

（交付申請）

第６条 補助金を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、登別市公共交通

機関新型コロナウイルス予防対策支援事業補助金交付申請書（別記様式第１号）（以

下「申請書」という。）を市長に申請しなければならない。



（交付の決定）

第７条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査して交付の可否を決

定し、登別市公共交通機関新型コロナウイルス予防対策支援事業補助金（交付・不

交付）決定通知書（別記様式第２号）により、申請者に対し通知するものとする。

（実施報告）

第８条 前条の規定に基づき、交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、当該補助事業終了後３０日以内に、登別市公共交通機関新型コロナウイ

ルス予防対策支援事業補助金実施報告書兼補助金振込請求書(別記様式第３号）（以

下「実績報告書」という。）に必要な書類を添付のうえ、市長に提出しなければな

らない。

（交付の方法）

第９条 市長は、前条の規定による実績報告書が提出された場合は、速やかに内容を

審査し、適当と認められたときは、交付決定者に対し、登別市公共交通機関新型コ

ロナウイルス予防対策支援事業補助金確定通知書（別記様式第４号）により通知す

るとともに、交付決定者が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。

（補助金の返還）

第１０条 市長は、交付決定者が補助金の交付を受けた後に対象者に該当しなくなっ

たとき、又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、既に支給

した補助金の返還を求めるものとする。

（譲渡又は担保の禁止）

第１１条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

（その他）

第１２条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和２年７月１５日から施行する。
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